
●地球温暖化対策報告書（その１）の公表事項

取組方針

組織体制
の

整備の状
況

重点対策 その他対策

A101_地球温暖化対策の方針等の設定 A104_取組状況の点検体制の構築
A102_温暖化対策推進担当の配置 A105_取組内容や点検体制の定期的改善
A103_具体的な取組目標と内容の設定 A107_排出状況の整理・分析・提供
A111_全従業員に温暖化対策情報の提供 A113_推進担当者の知識向上・内部還元

A115_優良事例の組織内共有体制の構築
A116_所内会議・研修会等で報告

事業者の
氏名

事業活動において
・紙使用量の削減・電気使用量の削減・廃棄物の削減及びリサイクルの推進・水使用量の削減・軽油使用量の削減・バス
排出ガス（窒素酸化物、浮遊粒子状物質等）の削減・特定フロン使用量の削減・列車運行時の騒音・振動等の削減・水力
発電によるクリーンエネルギーの供給などに積極的に取り組むとともに、事業における投入資源の適正管理を行い、継続
して環境の保全に努めます。また、環境（エコ）定期券制度の維持拡大などを積極的に行うとともに、ＴＤＭ施策に資する、
乗り継ぎ利便性の向上やわかりやすい乗車案内等お客様が利用しやすい公共交通づくりに努めます。
この環境方針は、全職員に周知するとともに、都民をはじめ誰でもが入手できるよう公表します。
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